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ベビーカー 2台と、1歳の
男の子向けの洋服を 20 ～
30 着程度譲ります。
モノを長く大切に使って、
節約やごみの減量化に取り
組みましょう。
問　町民課　戸籍環境係　☎ 0965-52-5851

In formation                                                                        　         お知らせ                                          

農業経営の継承を支援します

献血にご協力を

病気やけがなどで輸血が必要な人の尊い生命を救う
ため、献血のご協力をお願いします。
日　時　10 月 21 日㊎　 9 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　　　　　　　12 時 45 分～ 16 時
場　所　文化センター
問　町民課　保健予防係　　☎ 0965-52-7154

くまもと農業経営継承支援センターでは、技術や経
営ノウハウを次世代の農業者へ継承し、多くの担い
手を確保するために、既に後継者がいる人へのアド
バイスや、後継者が決まっていない人へ第三者との
マッチングなどを行っています。
相談やサポートは無料です。
詳しくはホームページをご確認さ
れるか、お問い合わせください。
問　農業振興課　農政係　☎0965-52-5854

町内在住の 64 歳以下の人を対象に、参加費無料の
体力測定を行います。体力に自信のある人も、運動
不足が不安な人も、この機会に体力年齢を測ってみ
ませんか？インボディ測定とAED講習も行います。
日　時　10 月 18 日㊋　19 時
場　所　竜北体育センター
持参品 体育館シューズ・タオル・飲み物
※事前申込みは不要です。
問　生涯学習課　社会体育係 ☎ 0965-52-5860

体力年齢を測りませんか？

インボイス制度説明会

令和 5年 10 月から導入される、消費税の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）の説明会を開催し
ます。また、あわせて適格請求書発行事業者の登録
申請の相談会も開催します。
日　時　① 10 月 18 日㊋（10 月 14 日㊎締切）
（締切）　② 11 月 22 日㊋（11 月 18 日㊎締切）
　　　　③ 12 月 20 日㊋（12 月 16 日㊎締切）
　　　　制度説明会は 10 時～ 11 時
　　　　相談会は 11 時 10 分～ 12 時　　
定　員　先着 15 人
会　場　八代税務署　3階会議室
問　八代税務署　☎ 0965-32-3209

工事による通行規制

地区　島地　　　　工期　令和 5年 2月 17 日㊎
規制　全面通行止

問　建設下水道課　建設係　☎ 0965-52-5856

農振除外の手続き

農用地区域内の農地を住宅建設や駐車場などの農地
以外の目的に利用する場合は、農用地区域からの「除
外申請」の手続きが必要です。除外申請は、毎年 3
月と 10 月に受け付けています。
申請締切　10 月 14 日㊎
問　農地課　管理係　☎ 0965-52-5861

▲詳しくはこちら

太陽光発電施設を設置する時は届け出を

再生可能エネルギーの推進のため、10 月 1 日以降
に太陽光発電施設（土地に自立して設置するもの）
を新たに設置する場合、事前に届出
が必要となります。届出が必要な区
域や届出規模の基準など、詳しくは
県のホームページをご確認ください。
問　県南広域本部　景観建築課　☎ 0965-33-3117

認知症初期集中支援チームがサポートします

本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して
暮らしていけるよう、認知症の人やその家族を支援
します。「物忘れがひどい」、「同じことを何回も言
う」、「趣味に興味を示さなくなった」などと感じた
ら、まずはご相談ください。

認知症の症状が出ているが、適切なケアを受けられ
ていない人を支援するために、認知症サポート医や
医療・介護の専門職で構成されたチームです。

本人や家族、ケアマネジャーなどからの相談を受け、
訪問して困りごとを確認します。その上で、適切な
医療や介護サービス利用につなげるための初期支援
を最長 6か月、集中的に行います。
支援対象者
　・在宅で生活している 40 歳以上で認知症が疑わ
　　れる人
　・明らかに認知症の行動や心理症状が出ており、
　　対応に苦慮している人
問　福祉課　介護保険係　　☎ 0965-52-5852
　　地域包括支援センター　☎ 0965-62-3456

島地
公民館

松本橋
公　園

認知症初期集中支援チームとは？

どんなことをしてくれるの？

狩猟免許試験

野生鳥獣の狩猟は免許が必要です。
受験資格や申込方法など、詳しくは
県のホームページをご確認ください。
実施日 (会場 )
　① 11 月 19 日㊏（桜十字ホールやつしろ）
　②令和 5年 1月 22 日㊐（県庁本館地下大会議室）
問　熊本県自然保護課　☎ 096-333-2275

リサイクル情報～譲ります～

「かかりつけ」ともっと信頼関係を築くために

▲詳しくはこちら

人権擁護委員とは、法務局からの委嘱を受けた、人
権に関する皆さんの相談相手です。町には5人の委
員がいますが、任期満了により10月から新たに2人
が委嘱を受けましたのでご紹介します。
新しい人権擁護委員　古閑　賢

けんじ

治さん（中大野）
　　　　　　　　　　尾下　眞

ま な み

奈美さん（下鹿島）
問　総務課　行政係　☎0965-52-7111　　
　　熊本地方法務局八代支局　☎0965-32-2654

新しい人権擁護委員の紹介

行政相談とは、総務省からの委嘱を受けた行政相談
員が、皆さんの身近な相談相手として行政全般につ
いての苦情や要望を聞き、適切な相談先や解決方法
などの助言を行う制度です。
町では、2人の行政相談委員が定期的に皆さんの相
談に応じています。

問　総務課　行政係　☎ 0965-52-7111

10/17 ～ 23は行政相談週間

医療機関に行くとき、こんな場面はありませんか？
薬剤師：お薬手帳はお持ちですか？
患　者：ちょっと待ってね。内科、整形外科、眼科に通っているから、どの手帳か探さなくちゃ…。

医療について相談できる、身近な存在（かかりつけ）がいると心強いですね。
もっと信頼関係を築くために、わからないことがあれば、医療従事者に遠慮なく聞いてみましょう。
問　八代地域在宅医療・介護連携支援センター（八代市高齢者支援課内）☎0965-33-4682

病院ごとにお薬手帳は分けなくても大丈夫です。1冊にまとめておくと、
他の病院でもらった薬との飲み合わせを薬剤師が確認してくれます。

まちつくり酒屋での催し物

2 年ぶりのパッチワーク展で、作品を通して明るい
気持ちになっていただければ幸いです。
期　間　10 月 1 日㊏～ 13 日㊍　10 時～ 16 時
　　　　初日のみ 11 時～

期　間　10 月 15 日㊏～ 30 日㊐　10 時～ 16 時
期間中、木・日曜の 10 時から、スエードのポーチ
作り体験を行います。（参加費 1,300 円）　　
問　まちつくり酒屋　☎ 0965-53-5550
　　定休日：月・祝日

工房布蔵パッチワーク展

レザークラフトとものづくりの仲間展

▲詳しくはこちら


